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本⽇の御議論
 ⼀般送配電事業者（以降、「TSO」という）が需給バランスの調整を⾏うために必要と

なる調整⼒を、 より効率的に調達するため、2021年度から需給調整市場を通じた調
達が開始。2024年度には全調整⼒の市場取引が開始する。

 更に、市場調達される調整⼒が拡⼤する中で、募集量に⽐べて応札量が不⾜する⼀⽅、
応札価格の⾼騰により調達費⽤が増⼤する等の課題が顕在化している。

 その中で、TSO9社の組合組織として需給調整市場の運営を⾏う電⼒需給調整⼒取
引所（以降、「EPRX」という）が法⼈化されることとなった。

 さらに、第45回需給調整市場検討⼩委員会では、2024年度の需給調整市場におけ
る全商品取扱開始を控え、安定供給のために⾜下考えられる対応や、将来的な応札
量の確保のための⽅向性が議論された。

 今回は、2024年度の需給調整市場全商品取引開始を直前に控え、市場の現状を振
り返りながら、本作業部会においても以下２点について議論・報告差し上げる。
① EPRXの法⼈化について

EPRX新法⼈に対する役割期待・需給調整市場の取引⼿数料について

② 需給調整市場における全商品取扱開始に向けた対応
2024年度の応札に関する事業者ヒアリング・余⼒活⽤による安定供給の確保策について
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 電⼒需要の変動は成分毎に分解可能であり、発電機はそれぞれの変動成分に対応した機能を使い分
けて周波数制御を実施している。需給調整市場ではこの制御機能等を踏まえ、応動時間や継続時間
に応じて⼀次調整⼒（⼀次）から三次調整⼒②（三次②）までの5つの商品を取り扱う予定。

 需給調整市場において調整⼒を広域調達するためには、システム改修や連系線の運⽤変更が必要と
なるため、まずは2021年度から低速域の三次②の広域調達を開始することとした。また、2022年度
からは三次調整⼒①（三次①）の調達を開始し、他商品は2024年度から取引を⾏う予定である。

20252024202320222021年度
三次調整⼒②
応動時間45分以内
継続時間︓3時間

商
品
区
分

三次調整⼒①
応動時間15分以内
継続時間︓3時間

⼆次調整⼒②
応動時間5分以内

継続時間︓30分以上

⼆次調整⼒①
応動時間5分以内

継続時間︓30分以上

⼀次調整⼒
応動時間10秒以内
継続時間︓5分以上

▼調達開始

▼調達開始

▼調達開始

▼調達開始

▼調達開始

⻑周期成分
（サステンド分）

短周期成分
（フリンジ分）

極短周期成分
（サイクリック分）

分解

負
荷

時間

ＦＩＴインバランス特例
に起因する

再エネ予測誤差

＜ある⼀⽇の電⼒需要の例＞ ＜商品区分と導⼊スケジュール＞

（参考）需給調整市場で取り扱う商品と導⼊スケジュール 第63回電⼒・ガス基本政策⼩委員会
(2023年6⽉27⽇) 資料６ ⼀部修正
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【参考】プレスリリース（EPRXの新法⼈設⽴）
 2024年1⽉26⽇、送配電網協議会により、 TSO9社の組合組織として需給調整市

場の運営を⾏うEPRXが法⼈化されることが発表された。2024年度より事業開始予定。

（出所）送配電網協議会プレスリリース
「『電⼒需給調整⼒取引所』の法⼈（⼀般社団法⼈）化について」
https://www.tdgc.jp/information/docs/press_20240126.pdf
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【参考】2024年度の需給調整市場における全商品取扱開始に向けた対応
 第45回需給調整市場検討⼩委にて、複合⼊札や余⼒活⽤の⾯から⾜下考えられる

対応、応札不⾜解決の為に将来的に考えられる対応について⽅向性が⽰された。
第45回需給調整市場検討⼩委員会

(2024年2⽉7⽇) 資料4
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１．需給調整市場の⾜下状況

２．電⼒需給調整⼒取引所の法⼈化について

３．需給調整市場における全商品取扱開始に向けた対応
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【参考】需給調整市場の取引状況（2023年4⽉~2024年1⽉分）

（出典）送配電網協議会による提供資料より事務局作成

 2021年度から需給調整市場を通じた調達が開始し、2024年度にはすべての調整⼒
が市場調達に切り替わる。他⽅、⾜元調達を開始している三次①・②の取引において、
募集量に対する応札量の不⾜や調達費⽤の⼤幅な上昇等の課題が⽣じている。

＜調達費⽤＞（億円） ＜調達平均単価＞（円/ΔkW･h ）

■三次①調達量
■三次②調達量
□募集量

■三次①
■三次②

■三次①
■三次②

＜調達量及び募集量＞（億ΔkW･h）

(※) 三次②には「三次①相当として前⽇に追加調達を⾏った三次②⾒合いの調整⼒」も含む



7

需給調整市場における⾜下出来事・懸念
 2024年度より、需給調整市場にて⼀次調整⼒・⼆次調整⼒①・⼆次調整⼒②（⼀

次・⼆次①・⼆次②）の取扱が開始、現⾏の三次①・三次②と合わせて全調整⼒商
品の取扱となる。と同時に、調達量・価格（調達費⽤）の⼆⾯から、⾜下において
様々な変化が⽣じ始めている。

 調達量の⾯では、週間調達商品（⼀次〜三次①）の取引スケジュール変更（前⽇
取引化）について検討を進めている。現在はその移⾏期間として、⼆次②・三次①では
調整⼒不⾜の予⾒性も得られることから、週間断⾯での調達量を3σから1σ相当まで
低減。調整⼒不⾜の可能性がある場合は、前⽇に従来の三次②と合わせて追加調達
することとし、三次①について2023年12⽉より既に運⽤を開始した。

 価格の⾯では、取引価格の徒な⾼騰を回避するために、電⼒・ガス基本政策⼩委員会
にて週間調達商品である⼀次〜三次①を対象に上限価格を設定することとなった。

 また、適正な応札価格設定及び需給調整市場への供出量増加を⽬的に、制度設計
専⾨会合にて価格規律の⾒直しを実施。ΔkW価格についてA種・B種に分けて固定
費回収を⼗分に⾏える仕組みとすると共に、kWh価格について予約電源と⾮予約電源
で同⼀とすることで予約電源の供出インセンティブをΔkW 価格の分確保できる形とした。

 ⼀⽅で、上記の募集量低減の取組を⾏うものの、従前からの応札量不⾜の課題が引き
続く中で新商品分だけ募集総量が増えることや、その後の価格等に係る⾒直しの影響
等に鑑みると、全商品取扱開始以降⼗分な応札量が確保できるかは不透明なところ。
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【参考】検討課題及び対応の⽅向性

需給調整市場
における

⾜下の課題

適正な調達量の確保

効率的な
調整⼒確保の
ための視点

調達費⽤の抑制

社会コスト
削減

公平性
確保

・2026年度以降の実装
・移⾏期間(2024-2025年)の対応
⇒週間調達による事業者リスク軽減

・時間前売却の開始(2023年10⽉〜)
⇒調整⼒の余剰売却分だけ調整⼒の
調達コストを削減

・⼆次②、三次① ・・・三次②平均+1σ
・その他(複合含む)・・・三次②平均+3σ
⇒TSOの調達負担軽減

・低圧リソースや機器個別計測の導⼊に
よる調整⼒調達領域の拡⼤

・⼀次の応動時間要件を緩和した
オフライン枠の設定

・ΔkWの価格規律
（逸失費⽤+⼀定額）
・調整⼒kWhの価格規律
（予約・⾮予約電源で差をつけない）
⇒事業者の需給調整市場への供出イン
センティブを担保、より活性化した需給調
整市場を⽬指す

未稼働の
調整⼒利⽤

供給⾨⼾
の拡⼤

①前⽇取引への移⾏

②価格規律の⾒直し

③上限価格の設定

④三次②時間前市場売却

⑤オフライン枠の設定

⑥分散型リソースの活⽤

第67回電⼒・ガス基本政策⼩委員会
（2023年12⽉7⽇）資料５より⼀部修正
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【参考】調達量の効率化について
 週間調達による予測の不確実性を理由に、需給変動リスクを勘案し応札量を控えている発電事

業者が存在することを踏まえ、現在広域機関と連携し、週間調達商品（⼀次〜三次①）の取
引スケジュール変更（前⽇取引化）について検討を進めているところ。⼀⽅で、システム改修に時
間を要することから、実際の前⽇取引化への完全移⾏は2026年度以降となる。

 それまでの移⾏期間として、週間調達商品のうち、2商品（⼆次②、三次①）については調整⼒
不⾜の予⾒性も得られることから、週間時点での募集量を減少（１σ相当）とし、必要に応じ
て前⽇時点で三次②と併せて追加調達する（調達量効率化）こととした。

＜現⾏における需給調整市場の調達イメージ＞ ＜2026年度以降の需給調整市場の調達イメージ＞＜〜2025年度までの移⾏期間＞

⼀次

⼆次①

三次①

⼆次②

時間
１週間前

三次②

前⽇ 実需給

三次②

前⽇ 実需給

⼀次

⼆次①

三次①

⼆次②

１週間前

⼀次

⼆次①

三次①

⼆次②

時間
１週間前

三次②

前⽇ 実需給

週間時点における
調達量の低減

(3σ→1σ)

必要な時のみ、
⼆次②・三次①⾒合の調整⼒
を三次②の商品要件で調達

（効率化）

※調整⼒必要量について、現⾏整理では、過去実績相当の誤差に対応できるよう、過去実績をもとに統計処理した最⼤値相当（３σ、いわゆる99.87パーセントタイル値）の量を確保している。
1σ相当は、いわゆる84.13パーセントタイル値。

（出典）第55回再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワーク⼩委員会（2023年9⽉27⽇）資料３より抜粋
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【参考】調整⼒の調達効率化の効果（三次調整⼒①取引実績）

（出所）送配電協議会より提供された資料より事務局作成

 2023年12⽉以降、週間調達商品である三次①について、週間での調達量を削減し、不⾜する可能性があ
る場合、前⽇時点で三次②⾒合いの調整⼒として追加調達することとした。

 その結果、三次①の調達量は減少。また、2022年度、2023年度においては、調整⼒公募で調達済の調整
⼒量を踏まえ、市場調達を⾏う調整⼒量を決めるため、三次①の募集量がゼロになるエリアが存在している。

(億ΔkW･h)

2023年12⽉
募集量3σ⇒１σ

＜三次①募集量 エリア別＞(億ΔkW･h)
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【参考】新規参⼊リソースの参加と平均落札価格の動向について
 2023年11⽉に、需給調整市場に蓄電池リソースが初参⼊した。このように、需給調整市場への

ＤＲや蓄電池など新規リソースの参⼊が進んでおり、今後も更なる参加が期待されるところ。
 第90回制度設計専⾨会合においては、直近にて平均応札価格が⾼騰したタイミングがあったこと

が⽰されるとともに、各エリアにおける落札価格の動向も報告された。

第90回制度設計専⾨会合
（2024年1⽉30⽇）資料4



 需給調整市場における上限価格については、9⽉29⽇の電取委の制度設計専⾨会
合において、⼀般送配電事業者から、週間取引商品は「三次②加重平均単価＋１σ
相当（＝約20円）」を⽬安とする案が⽰された。

 これに対し、同会合では、「上限価格の⽔準については、不確実性がある週間取引で
無理に調達せず、リスクを減らした価格で取引する指標として⽤いられるものとして、
差し⽀えないと考える」とされた。

 同時に、「安定供給の観点等も関係するところ、必要に応じて、資源エネルギー庁におい
て議論されるべきと考える」とされている。

 需給調整市場における上限価格の設定は、市場供給量の減少につながり得るもので
あり、その⽔準によっては、市場で必要量を調達できなくなる可能性がある。

 仮に市場で必要量を調達できなかった際は、⼀般送配電事業者は、発電事業者と締
結した余⼒活⽤契約を活⽤し未達量を調達する。他⽅、余⼒活⽤契約による実需給
直前の追加的な調整⼒の調達は、安定供給の観点から不確実性を残すこととなる。

 また、余⼒活⽤契約への過度の依存は、広域的な調整⼒の調達・運⽤による調整⼒コ
ストの低減を⽬指した需給調整市場設⽴の趣旨と相容れないものともなりかねない。

 このため、上限価格については、需給調整市場における調達時期や追加調達機会の有
無、三次①のこれまでの取引状況等を踏まえ、市場調達の機会を徒に損なわないよう
配慮しつつ、商品毎に設定することが望ましいのでないか。
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【参考】需給調整市場における上限価格の設定について（1/2） 第67回電⼒・ガス基本政策⼩委員会
（2023年12⽉7⽇）資料５



 需給調整市場において週間調達される商品のうち、⼀次及び⼆次①については、⼆次②及び三
次①と異なり、前⽇段階で追加的に調達する機会がない。このため、週間調達で必要な調整⼒
を確保できるよう、上限価格の設定には慎重を期す必要がある。

 供給量が必要量を上回り、市場が⼗分に競争的となれば、そもそも上限価格を設定する必要
性はない。⼀⽅、現在の三次①と同様、週間調達段階では不確実性があるため全体の供給量
が抑制され、相対的に⾼い価格での応札が増える可能性もある。

 その場合、できる限り市場を通じて必要な調整⼒を確保する観点からは、多少調達コストが上
昇しても、確実に必要量を確保することが重要となる。

 従前の三次①の取引では、約定量の約71%が概ね20円以下であった。2024年度以降、⼀次
及び⼆次①も同等価格での応札がありうると仮定すると、上限価格は、⼀般送配電事業者の提
案（約20円）より⾼めに設定することが妥当と考えられる。

 このため、2024年度当初の⼀次及び⼆次①の上限価格については、「三次②加重平均単価
＋３σ相当（＝約50円）」とすることとしてはどうか。 ※全ての複合商品（含む調整⼒を問わない）も同様

 その上で、実際の取引状況を踏まえ、必要な調整⼒の確保と調整⼒コストの抑制の両⽴を図る
観点から、上限価格の⽔準については、不断に⾒直すこととしてはどうか。

 具体的には、例えば、⼀定期間（例えば3ヶ⽉）毎に上限価格の妥当性を確認し、関係事業
者からヒアリングを⾏うなどした上で、必要に応じ、上限価格の引下げ（または引上げ）を含めた
更なる取組の在り⽅について、検討を⾏うこととしてはどうか。

【参考】需給調整市場における上限価格の設定について（2/2）
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第67回電⼒・ガス基本政策⼩委員会
（2023年12⽉7⽇）資料５



【参考】価格規律の⾒直しについて
 需給調整市場おいては、調整⼒の調達量未達や調達費⽤の⼤幅上昇といった課題が⽣じており、

2024年度には全商品の市場調達が開始されることを踏まえ、効率的な調達のあり⽅について、関係各
所と⾒直しを⾏っているところ。

 そのなか、調整⼒提供者（発電事業者）から挙がった、需給調整市場への応札インセンティブが低いと
いう意⾒を始点に、電源Ⅰにおける費⽤回収、2024年度以降の容量市場等の他市場収益等を踏ま
え、価格規律の⾒直しの検討を⾏った。

 その結果、需給調整市場への供出インセンティブのあり⽅や⼤きな市場⽀配⼒を有する蓋然性の⾼い
事業者に対して要請する⼊札価格の規律に関する整理等について、第84回制度設計専⾨会合以降
議論・検討が続けられ、第90回制度設計専⾨会合において価格規律の改訂がされることになり、需
給調整市場ガイドラインの改定の⽅向性について決定した。

 ⊿kW価格の価格規律に関して、逸失利益及び固定マージン（A種︓0.33円/⊿kW･30分）を基
本としたうえで、固定マージン以上の費⽤回収する必要がある電源については、電取委による個別精
査の上価格を定める（B種）※こととした。
※精査に際しては、安定供給の観点からエネ庁・広域機関に助⾔を求めることとしている。

 kWh価格の価格規律に関して、予約電源・⾮予約電源のマージンをともに「限界費⽤× 10%」とす
ることで、kWh価格に予約電源と⾮予約電源の差を設けず、予約電源への供出インセンティブをΔkW
価格の享受という形で確保することとした。

 本変更は、発電事業者間の価格平等性を担保しつつ、供出インセンティブのバランスを考慮、調整⼒の
応札を促すことから、建議の通り需給調整市場ガイドラインを改定することとしてはどうか。2024年4
⽉頃の改定に向け、新価格規律を意識し応札⾏動をとることが望ましいと考えられる。

第86回制度検討作業部会
（2023年11⽉29⽇）資料6より⼀部修正

14



15

【参考】今後の課題
 2024年度以降、すべての調整⼒が需給調整市場を通じて調達され、広域的に運⽤さ

れることにより、これまで以上に効率的に調整⼒を確保・運⽤されることが期待される。
 ⼀⽅で、2024年度は、2026年度に運⽤開始予定である週間取引から前⽇取引への

移⾏期間であり、週間取引において必要な調整⼒が⼗分確保されるかどうか、市場運
⽤に不確実性が残る。

 また、2024年度には、調整⼒の中核を担ってきた揚⽔発電の運⽤主体が、TSOから
発電事業者（BG）に変更となるほか、容量市場の運⽤開始に伴う余⼒活⽤契約が、
調整⼒不⾜時のセーフティネットの役割を果たすことになる等の変化もある。

 こうした⼤きな制度変更時には、事前の備えを⼗分に⾏ったとしても、予想外の事態が発
⽣することが考えられる。そのため、引き続き市場参加者の声を丁寧に把握しつつ、柔軟
かつスピーディに対応策の検討を進めていくことが重要となる。

 加えて、これから本格稼働する需給調整市場が健全に発展していくために、市場運⽤主
体における情報発信の充実等を含め、今まで以上の透明性の確保が求められる。

 なお、供給⼒と調整⼒のより効率的な確保・運⽤に向けて、中⻑期的な観点から、同時
市場の在り⽅も検討も進められており、こうした中⻑期的な⽅向性と整合性を確保し
つつ、需給調整市場の不断の⾒直しを進めていく必要がある。

第67回電⼒・ガス基本政策⼩委員会
(2023年12⽉7⽇) 資料5



需給調整市場に対し求められる視点
 需給調整市場の開設にあたり、第7回制度検討作業部会にて、「確実性」「効率性」

「柔軟性」の3要素が需給調整市場のにおいて重要な要素と整理されている。

第7回制度検討作業部会(2017年6⽉6⽇) 資料3
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１．需給調整市場の⾜下状況

２．電⼒需給調整⼒取引所の法⼈化について

３．需給調整市場における全商品取扱開始に向けた対応



EPRX
（⼀般社団法⼈）

EPRX
（TSO9社の任意組合）

従来 法⼈化後

売り⼿︓調整⼒提供者

市場運営の責任主体
＝ “概念的な”電⼒需給調整⼒取引所

市場運営の責任主体
＝ (⼀社)電⼒需給調整⼒取引所

技術審査・アセス等、⼿数料授受

売り⼿︓調整⼒提供者

属地TSO
※ 受託者の⽴場を明確化

属地TSO
※ 市場運営主体

かつ調達者

効率性の観点から⼀部業務
(⼿数料収納含む)を委託

事務局業務（参加申込み等）

技術審査・アセス等、⼿数料授受

TDGC 需給調整市場運営部

※外形上主体に⾒えるが、
実際は受託者

事務局業務委託

事務局業務（参加申込み等）

18

電⼒需給調整⼒取引所の法⼈化の経緯
 2021年4⽉より、TSOによる⺠法上の任意組合の形態でEPRXは設⽴し、取引所事

務局業務については当該組合から、送配電網協議会(需給調整市場運営部)へ委託
する形で市場運営を担ってきた。

 市場運営の安定性、透明性・中⽴性の向上を⼤⽬的としつつ、万が⼀システムトラブ
ル等が発⽣した際の市場運営に係る責任をより明確化するため、今般新法⼈を設⽴
しEPRXを法⼈形態に変更することとなった。
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【参考】電⼒需給調整⼒取引所について 第65回電⼒・ガス基本政策⼩委員会
(2023年9⽉27⽇) 資料7
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【参考】安定性、透明性・中⽴性の向上の必要性
 現⾏の電⼒市場制度においては、以下のような機関が重要な役割を担っている。

 JEPX︓2005年より電気の現物取引市場を運営。2016年、電気事業法に基づく卸電⼒
取引所に指定。以来、取扱⾼は⾶躍的に増加。

 電⼒需給調整⼒取引所︓調整⼒の売買が⾏われる市場。2024年度から全ての調整⼒
商品の取引が開始予定（実際の業務は送配電網協議会に委託）。

 広域機関︓電⼒の広域運⽤、容量市場や需給調整市場の検討・詳細設計、全国⼤での
供給⼒確保の取組（供給計画の取りまとめ、容量市場の運営等）を実施。

 近年の環境変化を踏まえ、電⼒市場の重要性がより⾼まっている。
 電⼒事業への参⼊事業者の多様化・増加、市場取引の増加、2020年度冬期の市場価格

⾼騰・国際情勢の変化による燃料・市場価格の⾼騰による混乱、等

電⼒市場において公的役割を担う機関において、安定性や透明性・中⽴性を向上させ
ていくことが重要。

 既に、広域機関については、電⼒広域的運営推進機関検証ワーキンググループにおいて
定期的に検証を実施。こうした取組を参考にしつつも、これに限られず、組織の特性に応
じて、⾃主的な取り組みを進めていくことが求められるのではないか。

第65回電⼒・ガス基本政策⼩委員会
(2023年9⽉27⽇) 資料7
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EPRX新法⼈に期待すること
 確実かつ効率的、柔軟性のある調整⼒確保の仕組みを整え、今後迎える制度改⾰の

流れの中でもその市場を維持していくために、法⼈化された電⼒需給調整⼒取引所に
おいては、主に市場運営業務に関する今後様々な役割を担うことが期待される。

 具体的には今後議論していくこととなるが、まずは分かりやすくタイムリーな情報開⽰
（商品毎の価格・取引量の状況（必要量との⽐較）、その中でのリソースの分類、
時間帯に応じたこれらの変化傾向など）などの役割を果たしていくことが期待される。

 なお、安定的で中⽴性・透明性のある取引の実現に寄与するような需給調整市場の
運営者として、着実に⼀主体としての役割を担っていくこと、及び電気事業の重要な役
⽬を担う機関の⼀つとして、引き続き関係機関と密に連携することが期待される。

 また、現時点ではEPRXには電気事業法上での規定がなされておらず、今後法的な位
置づけについても検討を進めて⾏く必要があるか。
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2024年度の⼿数料⽔準について
 EPRX設⽴当時、売買⼿数料は市場運営に実際に要する経費（実費）に基づいて

算定する、という考え⽅が整理された。例年の算定は、その考え⽅を踏まえ、EPRXにて
出た利益や損失を相殺するような形で、必要に応じて翌々年度の⼿数料削減・上乗せ
を⾏う「収⽀相償」の考え⽅を基本として⾏われている。

 直近2022年度においてマイナス収⽀を計上している現状ではあるが、上記の考え⽅を
踏まえると、下記の表に基づき引き続き2024年度の⼿数料⽔準は現⾏の⽔準を維持
することが妥当と考える。

（出所）送配電網協議会HP「需給調整市場に係る2024年度取引に向けた意⾒募集について （取引規程改定案、売買⼿数料単価⾒通し）」
https://www.tdgc.jp/j_information/2024/02/01_0955.php
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【参考】EPRX設⽴当時の⼿数料の考え⽅
第38回制度検討作業部会
(2020年1⽉31⽇) 資料5
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今後の⼿数料算定の⽅針について
 今般、EPRXが法⼈として、需給調整市場の運営を安定化させる役割を持つことに鑑み

ると、今後⾚字を繰り返すことは経営上健全ではなく、⼀法⼈として運営を安定化させ
るような⼿数料体系の⾒直しも考えられるところ。

 今後の新法⼈における⼿数料⽔準の検討に際しても、法⼈運営の健全性維持を意識
した上で、新法⼈の設⽴⽬的に即して市場参加者の意⾒を広く遍く聴取・加味し、中
⽴性・透明性をもったプロセスを経て決定されるべきものと考える。
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１．需給調整市場の⾜下状況

２．電⼒需給調整⼒取引所の法⼈化について

３．需給調整市場における全商品取扱開始に向けた対応
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需給調整市場における全商品取扱開始を控えた発電事業者へのヒアリング
 2024年4⽉より、需給調整市場における全商品の取り扱いを開始する予定。調整⼒

商品が増えてもなお、募集量に⽐べて応札量が不⾜する断⾯が続く可能性も考えられ
るところ。かかる状況を踏まえ、取り扱い開始前後問わず、今後応札量増加のために考
えられる合理的な対応は順次取っていく必要がある。

 そこで、⼀部の事業者を対象に、4⽉以降の応札商品（現時点での想定）や今後の
応札量増加の障壁になり得る部分等について、ヒアリングを⾏った。

ヒアリング結果を載せる可能性があります

＜ヒアリング結果＞

【応札準備の進捗】
• 今次ヒアリングを⾏った事業者は、応札に必要なシステムの整備を⾏っており、2024年4⽉には間に合う⾒込みと回答。社内的な⼿続きは順次進んで

おり、2024年4⽉の初回取引より応札を想定。

【応札商品・応札量の想定】
• 週間取引を⾏う⼀次・⼆次①については需給調整市場取引規程に「並列要件」が定められている。揚⽔発電リソースにとっては並列必須要件を満た

すことのハードルが⾼いため、揚⽔発電所からでは⼀次・⼆次①への供出が難しく、複合商品として応札するに際しても⼆次②・三次①に限る。
• 需給調整市場における機会費⽤の収⼊の内、起動した際の最低出⼒相当分の⼿当てが余⼒活⽤契約と⽐較し劣後しており、かつ、余⼒活⽤契約

では確実に追加起動費の実費が⽀払われる関係性から、市場への起動供出は経済合理的な選択とは認識していない。
• 需給調整市場ガイドライン上では、起動費は２回（2024年度以降。2023年度までは１回）しか⊿kW単価に計上できないことから、発電事業者は

⻭抜け約定による取り漏れリスクを避けるため、２ブロック／⽇を超えた応札を控えてしまう。
• 今年度需給調整市場に応札している調整⼒は来年度も引き続き応札するが、電源Ⅰに供出してきた分（2023年度をもって沖縄エリア以外の調整⼒

公募は終了）も含めて卸販売（相対契約等）を実施しており、その全量が需給調整市場に供出されるとは限らない。



ヒアリング等を踏まえた対応
 2024年度の全商品運開と同時に、必要量の増加も想定されるところ、需給調整市場

における調達費⽤が⾼騰することや調達量が減少することは避けたい。
 これまで2024年度に向けて、発電事業者にとっての調整⼒の供出ハードルが下がるよう

に価格規律をはじめとする各種政策検討を進めてきたところ、引き続き、発電事業者か
ら多くの調整⼒供出がなされることが期待される。

 ⼀⽅で、⼀部事業者へのヒアリングの中で、調整⼒の供出についての課題が⽰唆された。
今後も需給調整市場における全商品取扱開始を待つことなく、更に事業者からのヒアリ
ングを重ねた上で、関係機関と連携を取りながら検討していくこととしたい。
 ⼀次・⼆次①について、週間商品（前⽇調達はなし）であるが故に応札量が控

えられる懸念がある。リソースが並列していることが必要とされる条件をはじめとする規
程・制度の⾒直しや複合約定商品への⼊札促進等といった対応策を広域機関と
連携しながら検討していく。

 需給調整市場における費⽤の取り漏れのリスクを回避する動きから、応札が控え
られる懸念がある。現⾏の価格規律で定められたコスト回収⽅法の正当性につい
て、電源種別等を考慮しながら⼗分に精査をしつつ、監視等委と議論をしながら
適切な⽅針を検討していく。

 その他応札に際して障壁となるリスクの洗い出しを⾏い、その対応策を検討する。
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安定供給維持のための余⼒活⽤のあり⽅について（１／２）
 現⾏整理では、需給調整市場にて調達未達の際も安定供給を維持するため、市場外または緊

急時にはセーフティネットである余⼒活⽤にて調整⼒を確保することとしている。
 この緊急時の余⼒活⽤に関し、可能な限り需給調整市場で調整⼒を調達する観点から、需給

調整市場での取引（前⽇15時頃）後に順次起動指令を⾏うこととしている。

第41回需給調整市場検討⼩委員会
(2023年8⽉17⽇) 資料2
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安定供給維持のための余⼒活⽤のあり⽅について（２／２）
 ⼀⽅、起動に時間を要する電源も存在することから、余⼒として機能すべき電源の起動が前⽇15

時のタイミングでは間に合わず、安定供給に⽀障を来たす場合もある。
 そこで、第45回需給調整市場検討⼩委員会にて、起動が間に合わない電源に限っては、前⽇

15時より前に余⼒活⽤による起動を⾏う準備を進める対応が検討された。なお、本件の実施に
ついては、『応札準備状況の確認結果等も踏まえ、国とも連携の上、年度内に別途⽅向性をお
⽰しする』こととされた。

 本来は市場の仕組みのなかで調整⼒を確保する形が望ましいことに鑑みると、本対応は、緊急時
においても、更に原則外の対応として捉えるべきである。

 ⼀⽅で、緊急時のセーフティネットであるはずの余⼒活⽤が⼗分に機能しないという状況に陥るこ
とは、電⼒の安定供給に影響を与えるため、望ましくない。

 したがって、第45回需給調整市場検討⼩委員会の整理通り、2024年度の取引開始以降、万
が⼀の場合は起動が間に合わない電源について15時より前に余⼒活⽤による起動を⾏う準備
をすることとし、安定供給に必要な調整⼒を⼗分に準備することとしてはどうか。本対応は、市場
を⽤いた調整⼒の調達とは逸脱する⽅向になるため、実際に本対応により特定事業者に対する
恣意的な有利不利が⽣じないように、関係機関と連携して⼗分な確認・検証を⾏うこととしてはど
うか。



30【参考】需給調整市場全⾯運開に向けた対応の⽅向性について

 他⽅で、⽇本においては、起動に時間を要する電源が相応に存在し、前⽇15時では起動が間に合わず安定供給
に⽀障を来たすおそれもある。

 このような場合、本来的には、調整⼒提供者が各市場に応札のうえ、約定すれば、調整⼒提供者⾃らが電源起動
すべきところ、2024年度当初においては事業者の習熟度が上がっていないこと等も考えられる。

 そのような観点からは、安定供給維持のため、起動が間に合わない電源に限っては、例えば、前⽇15時を待たず、
余⼒活⽤による起動を⾏う準備を進めるなどの特別な対応を取ることも考えられるか。

 ⼀⽅で、このような特別な対応は本来の市場の役割とは異なる原則外の対応となる上、経済的な影響も考慮に
⼊れる必要があることから、実施の有無については、前述の応札準備状況の確認結果等も踏まえ、国とも連携の上、
年度内に別途⽅向性をお⽰しすることとしたい。

実需給 当⽇〜実需給 前⽇実需給 前々⽇
商品

実需給GC〜17時15時14時12時ー1

イベント

⼀次
〜

三次②

翌⽇計画
締切

三次②
⼊札〆

三次②
約定

時間前
市場
開場

追加
調達

余⼒活⽤
（起動が間に合わない電源に限る） 余⼒活⽤ 調整⼒

発動

安定供給のため、15時より以前の余⼒活⽤も考えられるか
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